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議案第58号 説明資料 

幕別町行政財産使用料条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

現  行  条  例 改  正  条  例 

 

○幕別町行政財産使用料条例 
（昭和57年３月12日 条例第８号） 

 

第１条   略 

 

（使用料） 

第２条 行政財産の使用の許可を受けた者は、使用料を納めなければならない。 

２ 前項に規定する使用料の額は、別表に定める使用料算定基準に従い町長が定め

る額（電柱等（線路を支持するために利用するものをいう。）を設置するために

土地を使用する場合は、電気通信事業法施行令（昭和60年政令第75号）別表第１

に規定する金額とする。この項において「基本額」という。）とする。ただし、

使用許可の期間が１月未満の土地の使用及び居住の用に供する建物又は建物のう

ち居住の用に供する部分の使用に係る使用料の額については、基本額に100分の

108を乗じて得た額とする。 

 

 

 

第３条～第６条   略 

 

別表   略 

 

○幕別町行政財産使用料条例 
（昭和57年３月12日 条例第８号） 

 

第１条   略 

 

（使用料） 

第２条 行政財産の使用の許可を受けた者は、使用料を納めなければならない。 

２ 前項に規定する使用料の額は、別表に定める使用料算定基準に従い町長が定め

る額（電柱等（線路を支持するために利用するものをいう。）を設置するために

土地を使用する場合は、電気通信事業法施行令（昭和60年政令第75号）別表第１

に規定する金額とする。この項において「基本額」という。）とする。ただし、

使用許可の期間が１月未満の土地の使用及び居住の用に供する建物又は建物のう

ち居住の用に供する部分の使用に係る使用料の額については、基本額に、当該額

に消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する消費税の税率を乗じて得た額及

びその額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税の税率を乗

じて得た額の合計額を加算した額とする。 

 

第３条～第６条   略 

 

別表   略 

 

 

 


